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外
国
特
別
会
員
綱
紀
保
持
共
助
規
則

（
昭
和
六
十
二
年
三
月
十
三
日
規
則
第
四
十
四
号
）

平
成
二
六
年
一
二
月
一
八
日

改
正

第
一
条

日
本
弁
護
士
連
合
会
（
以
下
「
連
合
会
」
と
い
う

）
及

。

び
各
弁
護
士
会
は
、
外
国
法
事
務
弁
護
士
及
び
外
国
法
事
務
弁
護

士
法
人
の
綱
紀
保
持
に
つ
き
相
互
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
二
条

連
合
会
及
び
弁
護
士
会
は
、
そ
の
所
属
外
国
法
事
務
弁
護

士
若
し
く
は
外
国
法
事
務
弁
護
士
法
人
に
つ
き
綱
紀
保
持
の
た
め

必
要
あ
る
と
き
又
は
外
国
法
事
務
弁
護
士
綱
紀
委
員
会
若
し
く
は

綱
紀
委
員
会
よ
り
請
求
あ
る
と
き
は
、
特
定
事
項
の
調
査
を
他
の

弁
護
士
会
に
委
嘱
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
委
嘱
を
受
け
た
弁
護
士
会
は
、
す
み
や
か
に
、
調
査
を

と
げ
、
そ
の
結
果
を
嘱
託
し
た
弁
護
士
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
三
条

弁
護
士
会
は
、
外
国
法
事
務
弁
護
士
の
入
会
申
込
を
受
け

た
場
合
に
お
い
て
、
申
込
者
が
嘗
て
弁
護
士
、
外
国
法
事
務
弁
護

士
若
し
く
は
常
時
勤
務
を
要
す
る
公
務
員
で
あ
っ
た
者
で
あ
る
と

き
又
は
所
属
弁
護
士
会
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
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は
、
入
会
の
許
否
に
つ
き
綱
紀
上
又
は
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
の

調
査
を
他
の
弁
護
士
会
に
委
嘱
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則
、

（

）

こ
の
規
則
は

理
事
会
の
定
め
る
日

昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日

か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
六
年
一
二
月
一
八
日
規
則
第
一
六
五
号

外
国
法
事
務
弁
護
士
法
人
制
度
創
設
に
係
る
外
国

弁
護
士
に
よ
る
法
律
事
務
の
取
扱
い
に
関
す
る
特

別
措
置
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
規
則
の
整
備
に
関

す
る
規
則

第
一
条
、
第
二
条
、
第
三
条
改
正
）

抄

こ
の
規
則
は
、
外
国
弁
護
士
に
よ
る
法
律
事
務
の
取
扱
い
に
関
す

る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第

二
十
九
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る

（
後
略
）

。

（
平
成
二
七
年
政
令
第
四
一
四
号
で
平
成
二
八
年
三
月
一

日
か
ら
施
行
）


